
日監査第 68号

令和 7年 (2025年)3月 28日

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和 6年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第 4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

1 監査の対象  今市中学校。東原中学校。学校教育課・生涯学習課

2 監査の期間  令和 7年 1月 15日 ～令和 7年 1月 24日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

今市中学校

4 監査の期間

令和 7年 1月 15日 ～令和 7年 1月 24日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望
なし



5

令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

東原中学校

4 監査の期間

令和 7年 1月 15日 ～令和 7年 1月 24日

監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

なし



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

学校教育課

4 監査の期間

令和 7年 1月 15日 ～令和 7年 1月 24日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的から効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

業務委託において、請書に記載の契約金額 (単価契約)に誤 りがあつた。

また、発注時の積算資料に誤 りがあり、誤請求、過払いが生じていた。

8 意見及び要望
なし



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

生涯学習課

4 監査の期間

令和 7年 1月 15日 ～令和 7年 1月 24日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項                      ∫

(ア )会計年度任用職員の代体の取り扱いについて、平日の時間外勤務を代休としている

ものが見受けられた。

また、半日 (4時間)に満たないにも関わらず代体として取り扱っているものが見

受けられた。



(イ )会計年度任用職員の振替代体において、取得できる期間 (勤務することを命ずる必

要がある日を起算日とする4週間前または、同じく8週間後の日まで)を超えて取得

していた。                           (

規則を厳守し、時差出勤を利用するなど、適切な射応をされたい。

8 意見及び要望

なし



'=r名
日監査第69号

令和 7年 (2025年 )3月 28日

日光市議会議長 齋 藤 文 目月  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和6年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

1 監査の対象  小林小学校・小林中学校。大桑小学校

2 監査の期間  令和 7年 1月 24日 ～令和 7年 2月 6日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

小林小学校

4 監査の期間

令不日7年 1月 24日 ～令和 7年 2月 6日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

なし



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

小林中学校

4 監査の期間

令和 7年 1月 24日 ～令和 7年 2月 6日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

なし



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

大桑小学校

4 監査の期間

令和 7年 1月 24日 ～令和 7年 2月 6日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 11月 末日現在で実施した。      、

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は校長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設等の状況を調査 した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(3)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

なし



日監査第70号

令和 7年 (2025年 )3月 28日

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和6年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

1 監査の対象  市民課・保育課 。足尾行政センター

2 監査の期間  令和 7年 2月 10日～令和 7年 2月 20日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

市民課

4 監査の期間

令和 7年 2月 10日 ～令和 7年 2月 20日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 12月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除について、条例の規定によらない理由

(通院)に より取得しているものが見受けられた。

8 意見及び要望

なし



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

保育課

4 監査の期間

令和 7年 2月 10日 ～令和 7年 2月 20日

5 監査の着眼J煮

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 12月 末日現在で実施したと

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

補助金の申請に必要となる関係書類の提出の際、金額の誤 りが修正されずに交付決定さ

れ支払いの手続きがされていた。

相手方への指導方法や手続きなどの対応について改善されたい。



8 意見及び要望

ファミリーサポー トセンターの利用者が減少傾向にある。保護者のニーズも多様化している

と思われるので、現状のサービスが利用者のニーズに合ったものかどうか検証されたい。



令和 6年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

足尾行政センター

4 監査の期間

令和 7年 2月 10日 ～令和 7年 2月 20日

5 監査の着眼,点                              i

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 6年 12月 末日現在で実施 した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア )会計年度任用職員の代休の取り扱いについて、平日の時間外勤務を代休としているも

のが見受けられた。

規則を厳守し、時差出勤を利用するなど、適切な対応をされたい。

(イ )土地貸付契約書について、契約書・覚書の保管がないものが見受けられた。

後々の契約 トラブルを回避するためにも、早急に対応されたい。



8 意見及び要望

なし



日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

みゝメ

日光市監査委員 柴
日光市監査委員 佐
日光市監査委員 荒

日監査第6号

令和 7年 (2025年 )5月 13日

田   明

藤 裕 子

)|1 礼 子

(公印省略)

令和7年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第 9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象  落合児童館 。地域子育て支援センター。

こども発達支援センター つぱさ園・健康課

2 監査の期間  令和 7年 4月 10日 ～令和 7年 4月 21日

3 監査の結果  別紙のとおり



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類     t
地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

落合児童館

4 監査の期間

令和 7年 4月 10日 ～令和 7年 4月 21日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 1月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体とじて照査し、当日は園長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設の状況を調査したと

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

ア 請書において、代表者印の押印がないものが見受けられた。

8 意見及び要望

なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

地域子育て支援センター

4 監査の期間

令和 7年 4月 10日 ～令和 7年 4月 21日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 1月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は園民から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。また、現金の保管状況の調

査と施設の状況を調査した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかったЬ

8 意見及び要望

施設が充実しており、きめ細やかなサービスにも取り組むなど、子育て世代の相談窓日とし

て十分な機能を有している。より多くの方に利用していただけるよう、市民への効果的な周知

方法や、気軽に利用できるような工夫を検討し、利用者の増カロを図られたい。



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類
地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 199条第4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

こども発達支援センター つばさ園

4 監査の期間
令和7年 4月 10日 ～令和7年 4月 21日

5 監査の着H艮 ,煮

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容
(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 1月末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は園長から総括説明を
受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括   '

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

ア 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除について、条例の規定によらない理由
により取得 しているものがあった。

イ 会計年度任用職員の出勤及び休暇の管理について、出勤及び休暇日数の計算誤 りが見
受けられた。また、年次有給休暇の残日数があるにも関わらず欠勤を取得していた。



8 意見及び要望

発達障がい児等の利用が増加している中、今後も子どもや保護者に寄り沿つた相談業務やサ

ービス提供に努められたい。



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施したも

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

健康課

4 監査の期間

令和 7年 4月 10日 ～令和 7年 4月 21日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。

6 監査の実施内容

(1)令和 6年度事務事業について、令和 7年 1月 末日現在で実施した。
(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を
受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果  '

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

(1)健康マイレージ事業は、市民の健康寿命に大きく関わる重要な事業であるが、参加者の
実績が少なく、十分な結果が得られていない。今後は、効果的な周知方法の検討に加え、

市民の参加意欲を向上させる工夫など、制度自体の見直しにも取り組んでいただきたい。



(2)診療所の利用人数が年々減少しており、収支状況も悪化している。地域の医療の中核と

なする診療所の安定的な運営を図るため、今後 10年先の人口や地域状況を踏まえた計画的

な飛忘について慎重な検討に努められたい。


